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 資料４  
平成３０年６月２９日 
障 害 福 祉 担 当 部 
障害者地域生活課  

 
 

梅ヶ丘拠点民間施設棟障害者支援施設における利用者募集等について 

 

１ 主旨 

梅ヶ丘拠点民間施設棟障害者支援施設の各事業については、平成３０年２月６日開催

の福祉保健常任委員会にて実施内容等を報告したところであるが、平成３１年４月の開

設に向け、このたび新たに実施する事業に係る利用者募集のスケジュール等について、

運営法人（以下、法人という。）より情報提供があったので報告する。 

 
２ 各事業における利用者募集等 

（１）生活介護（入所）以外の事業 

施設で法人が新たに実施する事業のうち、既に利用者募集を行なった生活介護（入 

所：入所により地域移行に向けた生活訓練等を行う施設入所支援）以外の事業については、 

以下のとおりに利用者募集等を行う。 

① 利用者募集のスケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 募集案内 

平成３０年６月より、区民や障害者団体等へ以下のとおり周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活介護（通所）【定員10名】 

平成３０年９月～１０月 

１１月 
（法人）利用希望者へ個別説明、個別相談を実施 

（区） 利用者募集（各総合支所保健福祉課で受付） 

短期入所【定員28名（うち児童8名）】 

平成３１年１月～ 
（法人）利用日の３ヶ月前の月より受付 

※区外の方は利用日の１ヶ月前の月より申込受付 

自立訓練（入所）【定員10名】※施設に入所し日中活動において自立訓練を行う 

平成３１年１月～ （法人）入所者募集 

放課後等デイサービス【定員50名】 

平成３１年２月～ （法人）施設見学会の開催、利用者募集 

訪問系サービス【定員：居宅介護15名、重度訪問介護5名、行動援護1名、同行援護 

1名、重度障害等包括支援1名／各1日あたり】 

平成３１年１月～ （法人）利用者の登録受付 

平成３０年６月  ・募集スケジュールについて、区ホームページへ掲載 

・障害者団体、区内障害者施設、区内相談支援事業所等へ 

周知 

７月～ ・区民に向け申込方法、事業概要に関する案内を配布 
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（２）生活介護（入所）【定員50名】の申込み状況等 

生活介護（入所）については、本年３月１５日～４月２７日まで入所希望者の募 

   集を行ない、９７名からの申込みがあった。今後、以下のとおり入所者を決定する。 

① 入所者決定の考え方 
入所者の決定にあたっては、世田谷区民を優先的に扱ったうえで、「梅ヶ丘拠点

整備事業障害者支援施設入所者の決定方法等についての協議書」に基づき、以下

の者の利用が優先されるよう、区と法人が協議のうえ法人が決定する。協議にあ

たっては、個人情報の取扱いは特に慎重を期するものとする。 

◎施設の入所により、地域において自立した生活が見込まれる者 

◎施設の入所により、地域において自立した生活ができる力を向上させる必要のある者 

    ＜協議の流れ＞ 

（ア）区は、申込を受け付けた方を、入所希望者リストとして法人に情報提供する。 

（イ）法人は、入所希望者リストの中から、以下の視点により入所候補者リストを 
作成し、区に提出する。 

 申込者本人との面談や家族の状況等の調査結果 
 東京都による都立入所施設利用調整時の調査指標を活用した上記の調査結
果に基づくポイント＊調査項目：本人の状況（食事・排泄・入浴・着脱衣等）、 

       家族の状況（年齢等）、医療的ケアの内容等 
 申込者全体の状況を踏まえたユニット構成 

（ウ）区では、区で把握している申込者本人や家族の状況等の情報により、入所候 

補者リストの確認を行う。 

（エ）法人は、区の確認結果を踏まえ入所者決定を行う。（平成３０年１０月予定） 

② 今後の入所者募集等 
（ア）平成３０年度中の取り扱い 

平成３０年度中、入所決定者の辞退等が生じた場合は、今年度募集の申込状

況を踏まえ、入所いただけなかった方の中から、新規入所者を決定する。 

（イ）平成３１年度以降の取り扱い 

 今年度募集による入所者決定後の入所申込みについては、平成３１年度当初
より区で随時受け付けることとし、入所希望者リストを改めて作成する。な

お、今年度募集において入所いただけなかった方についても、申込継続の意

思や本人状況の確認を行い、同リストに登載する。 

 入所希望者リストは定期的に更新し、本人や家族の状況の確認を行っていく。 
 施設の空室が生じた場合、その都度、退所者の情報や入所希望者の状況等を
総合的に勘案し、①の入所者決定の考え方に基づき、入所希望者リストの中

から入所者を決定する。 
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３ 区立総合福祉センターから本施設に移行する事業 

区立総合福祉センターから本施設に移行する事業（児童発達支援事業、自立訓練（通

所）、技術支援、基幹相談支援センター、相談支援事業所）については、総合福祉センタ

ーの利用者に対して丁寧な説明を行うなど、円滑な移行に向けた取り組みを進める。 
  ＜今後のスケジュール＞ 
   平成３０年６月    総合福祉センター利用者向け説明会 

６月以降  個別説明、個別相談の実施 


